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本資料は，K断層の連続性に関わる14孔についてボーリング掘削後に作成
されたコア観察カードに基づき，ボーリングコアの肉眼観察のみによる観察
結果として取りまとめたものである。

なお，コア観察カードに記載されている断層名，破砕帯名については，観察
者の見立てであることからボーリング柱状図に記載することとし，その断層
名，破砕帯名の妥当性については，「敦賀発電所２号炉 敷地の地形，地質
・地質構造について（Ｋ断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性
）」の連続性評価結果及び連続性確認結果で検討する。

ボーリング柱状図は，一般社団法人全国地質調査業協会連合会社会基盤
情報標準化委員会の「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保
管要領（案）・同解説 平成27年6月」に基づき作成した。

ボーリング柱状図を踏まえて，破砕帯の連続性評価等の後段の評価のため
に用いる肉眼観察による断層岩区分の評価ための破砕部性状の詳細観察
結果については，「補足説明資料１ 破砕部データ」に取りまとめる。

令和５年１０月６日提出資料 修正

3



（参考）ボーリング柱状図に反映したコア観察カードに記載されている断層名・破砕帯名

孔名 破砕部深度（ｍ）
コア観察カードにおける

断層名・破砕帯名

H24-D1-1
58.96～59.30 K断層

60.12～60.15 G断層

H27-B-1 59.82～59.85 D-1

H27-B-2 61.29～61.69 D-1

H24-B14-2 109.16～109.46 D-1破砕帯

H24-D1-3

13.94～14.06 H-3d破砕帯

14.41～14.52 H-4’破砕帯

34.23～34.52 D-1破砕帯

H24-D1-2 12.38～12.97 D-1断層

H24-D1-4 10.91～10.93 D-1破砕帯

H24-D1-5

10.19～10.21 H-3d破砕帯

10.45～10.50 H-4’破砕帯

47.47～47.89 D-1破砕帯
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割れ目
の状態

コア
形状

硬軟

Ag Bg Cg Dg Eg

ag

Ⅰg B’ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅱg B’ CH’ ‐ ‐ ‐

Ⅲg ‐ CH’ ‐ ‐ ‐

Ⅳg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅴg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅵg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

bg

Ⅰg B’ B’ CM’ CL’ ‐

Ⅱg CH’ CH’ CM’ CL’ ‐

Ⅲg CH’ CH’ CM’ CL’ ‐

Ⅳg ‐ CM’ CM’ CL’ ‐

Ⅴg ‐ CL’ CL’ CL’ ‐

Ⅵg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ｃg

Ⅰg ‐ CH’ CM’ CL’ D’

Ⅱg ‐ CM’ CM’ CL’ D’

Ⅲg ‐ CM’ CM’ CL’ D’

Ⅳg ‐ CM’ CL’ CL’ D’

Ⅴg ‐ CL’ CL’ CL’ D’

Ⅵg ‐ ‐ ‐ D’ D’

dg

Ⅰg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅱg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅲg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅳg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅴg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ⅵg ‐ ‐ ‐ D’ D’

・岩級区分

■柱状図で用いている記号の凡例を以下に示す。

Ag 極めて硬質。ハンマーで澄んだ金属音がする。

Bg 硬質。ハンマーで金属音がする。

Cg 中硬質。ハンマーで多少濁った音がする。

Dg 軟質。ハンマーで濁音がする。

Eg 極めて軟質。ハンマーで著しく濁った音がする。

Ⅰg 50cm以上の長柱状

Ⅱg 20cm以上50cm未満の長柱状

Ⅲg 10cm以上20cm未満の柱状

Ⅳg 3cm以上10cm未満の岩片状～短柱状

Ⅴg 1cm以上3cm未満の岩片状

Ⅵg 1cm未満の土砂状

ａg 密着，新鮮

ｂg 酸化鉄付着

ｃg 細粒物質を挟む。

ｄg 割れ目として認識できない。

・硬軟

・コア形状

・割れ目の状態

・風化

α
非常に新鮮である。造岩鉱物の変質はまった
くない。

β
新鮮である。有色鉱物の周辺に赤褐色化があ
る。長石の変質はない。

γ
弱風化している。有色鉱物の酸化汚染がある。
長石の部分的な変質（白色化）がある。

δ
風化している。有色鉱物が黄金色あるいは周
辺が褐色粘土化している。長石の大部分が変
質している。

ε
強風化している。石英および一部の長石を除
きほとんど変質し原岩組織は失われている。

1 非変質 肉眼的に変質鉱物の存在が認められないもの。

2 弱変質
原岩組織を完全に残し，変質程度（脱色）が低いもの。あるいは非変質部の割合が高いもの
（肉眼で50%以上）。

3 中変質
肉眼で変質が進んでいると判定できるが，原岩組織を明らかに残し，原岩判定が容易なもの。
または，非変質部を残すものおよび網状変質部。

4 強変質 構成鉱物，岩片等が変質鉱物で完全置換され，原岩組織を全く～殆ど残さないもの。

・変質
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・破砕度区分

区分 模様 詳細

Hc-1
粘土状部。
粘土及びシルトを主体とし，少量の砂及び礫を伴う。粘土化が進み全体に軟質化して
いる。

Hc-2
礫混じり粘土状部。
粘土及びシルトの基質中に礫状ないしレンズ状の岩片を含む。基質及び礫は粘土化
が進み軟質化している。

Hb
礫質粘土状部，粘土質礫状部，礫質砂状部。
礫を多く含み，基質は粘土，シルト及び砂からなる。基質は粘土化が進み軟質化して
いるが，礫は比較的新鮮で硬い。

Hj

粘土混じり礫状部，粘土混じり岩片状部，粘土質岩片状部，砂混じり岩片状部。
粘土及びシルトを挟む割れ目が発達し，全体に脆い。岩片は比較的新鮮で硬いもの
から，やや粘土化が進み指圧で砂状化するものまである。網目状の粘土細脈が発達
することがある。
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